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託
送
料
金
制
度
を
巡
る
課
題
の
中
で
も
事
業
報
酬
率
の
水
準
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

資
金
調
達
・
投
資
判
断
の
観
点
か
ら
具
体
的
に
何
が
課
題
な
の
か
、専
門
家
が
解
説
す
る
。

送
配
電
事
業
の
安
定
運
営
に
必
須

報
酬
率
の
適
正
化
は
待
っ
た
な
し

託
送
料
金
の
事
業
報
酬
率
〈
上
〉

文
｜
村
田
千
春 

電
力
中
央
研
究
所
常
務
理
事

本
稿
で
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者

の
託
送
料
金
に
お
け
る
事
業
報
酬
率

に
つ
い
て
今
月
と
来
月
の
２
回
に
分

け
て
考
察
す
る
。
報
酬
率
は
託
送
料

金
を
決
定
す
る
要
素
で
あ
る
と
同
時

に
、
一
送
の
資
金
創
出
・
調
達
、
投

資
判
断
、
ひ
い
て
は
安
定
供
給
に
影

響
す
る
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。
本

稿
は
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
第
２
規

制
期
間
（
２
０
２
８
〜
32
年
度
）
に

向
け
た
適
正
な
報
酬
率
設
定
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

事
業
報
酬
は
一
送
の
資
本
コ
ス
ト

の
総
額
を
表
す
、
託
送
料
金
の
原
価

項
目
で
あ
る
。

日
本
の
託
送
料
金
規
制
で
は
、
５

年
を
規
制
期
間
と
す
る
レ
ベ
ニ
ュ
ー

キ
ャ
ッ
プ
制
度
が
導
入
さ
れ
、
現
在

は
23
〜
27
年
度
に
至
る
第
１
規
制
期

間
に
当
た
る
。
本
制
度
で
は
「
一
般

送
配
電
事
業
者
に
よ
る
託
送
供
給
等

に
係
る
収
入
の
見
通
し
に
関
す
る
省

令
」
に
の
っ
と
り
、
収
入
見
通
し
を

算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

事
業
報
酬
は
、
電
気
事
業
固
定
資

産
・
建
設
中
の
資
産
な
ど
の
総
額（
レ

ー
ト
ベ
ー
ス
）
に
、
資
本
コ
ス
ト
に 

相
当
す
る
報
酬
率
を
乗
じ
て
算
定
さ

れ
る
。
報
酬
率
は
、
全
産
業
の
自
己

資
本
利
益
率
な
ど
を
反
映
し
た
自
己

資
本
報
酬
率
と
、
直
近
の
一
定
期
間 

（
５
年
間
）
の
公
社
債
利
回
り
に
、電 

力
の
有
利
子
負
債
利
子
率
に
上
乗
せ

さ
れ
る
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
を
加
え

た
他
人
資
本
報
酬
率
と
を
加
重
平
均

（
３
対
７
）
し
た
値
と
な
る
。
現
在
、

第
１
規
制
期
間
の
報
酬
率
は
１・５

％
と
歴
史
的
な
低
水
準
で
あ
る
。

22
年
に
制
定
さ
れ
た
前
記
省
令
で

は
、
託
送
料
金
算
定
時
の
報
酬
率
と

現
実
の
資
本
コ
ス
ト
に
乖か

い
り離
が
生
じ

た
際
に
、
当
期
ま
た
は
翌
期
の
料
金

に
そ
の
乖
離
を
算
入
す
る
こ
と
は
原

則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
26
年
度
以
降
、
金
利
上
昇
に
伴

う
一
送
の
資
金
調
達
の
支
障
を
考
慮

し
、
公
社
債
利
回
り
の
上
昇
を
報
酬

率
に
反
映
し
、
託
送
料
金
を
変
更
す

る
こ
と
を
認
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
予
定
で
あ
る
（
本
稿
執
筆
時
点
）。

一
送
の
資
金
創
出
の
源
泉 

電
力
格
付
も
左
右

事
業
報
酬
は
一
送
が
託
送
料
金
を

通
じ
て
資
金
を
創
出
す
る
主
要
な
源

泉
の
一
つ
で
も
あ
る
。
企
業
の
資
金

創
出
力
を
表
す
指
標
は
多
様
だ
が
、

代
表
的
指
標
で
あ
る
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ

は
営
業
利
益
と
減
価
償
却
費
で
構
成

さ
れ
る
。
事
業
報
酬
は
財
務
諸
表
上
、

税
引
き
後
当
期
利
益
と
支
払
利
息
を

合
計
し
た
も
の
に
相
当
し
（
図
１
）、

資
金
創
出
力
を
決
定
付
け
る
重
要
な

要
素
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
報
酬
率
の
設
定
に

当
た
っ
て
は
、
託
送
料
金
の
低
廉
化

と
一
送
の
資
金
創
出
力
の
確
保
と
い

う
、
短
期
的
に
は
対
立
す
る
、
し
か

し
い
ず
れ
も
重
要
な
目
的
を
両
立
さ

せ
る
適
正
な
水
準
設
定
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
分
か
る
。
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む
ら
た・
ち
は
る  

１
９
８
５
年
東
京
電
力

入
社
。
企
画
部
、電
力
契
約
部
、営
業
部
な
ど 

を
経
て
２
０
１
３
年
同
社
執
行
役
員
。
18
年 

電
力
中
央
研
究
所
へ
入
所
。
21
年
６
月
か
ら 

現
職
。

企
業
の
資
金
創
出
力
は
債
務
償
還

能
力
の
源
泉
で
あ
り
、
格
付
機
関
が

信
用
格
付
を
行
う
際
の
重
要
な
要
素

と
な
る
。
電
力
会
社
に
対
す
る
格
付

は
現
在
、
一
送
を
含
め
た
旧
一
般
電

気
事
業
者
全
体
に
対
し
て
設
定
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
際
、
個
社
ご

と
の
事
業
リ
ス
ク
・
財
務
リ
ス
ク
に

加
え
、
送
配
電
事
業
を
含
む
電
力
全

社
に
共
通
す
る
制
度
枠
組
み
の
安
定

性
が
考
慮
さ
れ
る
。
託
送
料
金
の
報

酬
率
は
、
資
金
創
出
力
を
左
右
す
る

の
み
な
ら
ず
、
国
の
送
配
電
事
業
規

制
の
基
本
ス
タ
ン
ス
の
象
徴
的
表
れ

で
も
あ
り
、
格
付
評
価
に
一
定
の
影

響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

低
廉
化
実
現
の
好
循
環
を 

第
２
規
制
期
間
の
是
正
が
鍵

従
っ
て
適
正
な
報
酬
率
の
設
定
は
、 

安
定
的
な
格
付
評
価
に
つ
な
が
り
、 

金
の
低
廉
化
を
実
現
す
る
好
循
環
を

生
み
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
昨
今
は

リ
ス
ク
フ
リ
ー
と
さ
れ
る
長
期
金
利

（
２・４
％
台
、
10
年
物
国
債
利
回
り
、

本
稿
執
筆
時
点
）
で
さ
え
現
在
の
報

酬
率
（
１・
５
％
）
と
比
較
し
て
か

な
り
高
位
に
達
し
て
お
り
、
一
送
の

収
支
を
圧
迫
す
る
の
み
な
ら
ず
、
前

記
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
逆
の
悪
循
環
を

も
た
ら
す
懸
念
が
高
い
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
、
第

１
規
制
期
間
の
26
年
度
以
降
の
報
酬

率
の
是
正
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
が

今
般
、
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
判
断
自
体
は
正
し
い
も
の
と
受

け
止
め
て
い
る
が
、
第
２
規
制
期
間

の
報
酬
率
検
討
に
際
し
て
は
、
初
期

段
階
か
ら
資
金
調
達
な
ど
に
対
す
る

十
分
な
配
慮
が
望
ま
れ
る
。

次
回
は
、
現
在
の
レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ

ャ
ッ
プ
制
度
下
で
求
め
ら
れ
る
投
資

計
画
の
実
現
と
報
酬
率
水
準
と
の
相

互
関
係
を
考
察
す
る
。

図1  資金創出力と事業報酬

図2  報酬率と資金調達等を巡るサイクル

資
金
調
達
コ
ス
ト

の
安
定
に
貢
献
す

る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
が
公
社

債
利
回
り
に
対
す

る
一
送
の
資
金
調

達
時
の
リ
ス
ク
プ

レ
ミ
ア
ム
を
抑
制

し
、
報
酬
率
の
適

正
化
に
寄
与
す
る

と
考
え
ら
れ
る

（
図
２
）。
や
や
逆

説
的
な
表
現
と
な

る
が
、
適
正
な
報

酬
率
は
、
中
長
期

的
に
は
報
酬
率
そ

れ
自
身
の
安
定
化

を
経
て
、
託
送
料


